
創業や事業承継を応援します！ 

にぎわい再生支援事業補助金 
 

 

 

 

 

補助の概要 

 香取市では、商業の振興と地域のにぎわいを再生するこ

とを目的に、市内で創業や事業承継に必要な経費の 1/2、

50 万円を上限に助成します。 

 また、香取市空き店舗対策事業補助金を併用した場合、

合計で最大 160 万円の補助金利用が可能です（ただし、補

助対象経費の重複は不可）。 

対象者 

 補助金対象者は、次の要件をすべて満たしていることが必要です。 

➊市内で創業を行う者、若しくは事業承継を受け

る者（創業若しくは事業承継の日から 2 年を経過

していない場合を含む）であること 

➋創業等に際して法律等に基づく資格が必要な場

合は、当該資格を有し、または創業の日若しくは事

業承継の日までに有する見込みがあること 

➌補助金の交付を受けようとする者が直接、事業

または営業に携わること 

➍市税を完納していること 

➎中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第 2

条第 1 項に規定する中小企業者であること 

➏建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）に基づく

用途地域の条件に適合し、かつ、小売業、卸売業、

飲食業及びサービス業その他市長が認める業 

種（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条に規定する業

種を除く。）であること 

➐創業の日または事業承継の日以降、1 年以上継続し

て営業すること 

➑香取市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援

等事業を修了し、かつ、佐原商工会議所または香取市

商工会が実施する創業等の相談を受け、適切な事業

計画を有する者として推薦を得ていること 

➒代表者若しくは役員が禁錮以上の刑に処せられ、

その執行を終わるまで、またはその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者ではないこと 

➓一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に

加盟していないこと 

補助対象経費 

 創業または事業承継に伴い、必要となる経費のうち次に掲げる経費が対象となります。ただし、事前

に事業計画等の認定を受ける必要があります。 

➊創業等に必要な官公署への申請書類作成等に係る経費、➋設備費、➌原材料費、➍謝金、➎マーケテ

ィング調査費（自己・自社で行うものに限る）、➏広報費（自己・自社で行うものに限る）、➐委託費 

※対象経費は、一部対象とならない経費があるため、詳しくは問い合わせください。 

 上限50 万円 

補助率２分の１ 

※特定創業支援等事業とは、香取創業塾及び千葉県信用保証協会 
主催の創業スクールをいいます。香取創業塾についてはコチラ▶▶▶ 

申請できる人は、特定創業支援等事業(※)修了者のみ 香取創業塾等
を修了してい

ない方は補助
金の申請がで
きません。 



 

提出書類等 

１．計画認定時に必要なもの                          

➊ にぎわい再生支援事業計画認定申請書  ➋ 事業計画書 

➌ 経費内訳書、補助対象経費内訳書  ➍ にぎわい再生支援事業補助金推薦書（※）   

➎ その他、市長が必要と認める書類 

※➍については、他の提出書類と合わせ、佐原商工会議所または香取市商工会の相談及び確認が 

必要になります。 

２．補助金申請時に必要なもの                         

➊ にぎわい再生支援事業補助金交付申請書  ➋ 事業計画書  ➌ 補助対象経費内訳書 

➍ 誓約書  ➎ 市税の納税証明書  ➏ 個人事業者（法人の場合は代表者）の住民票の写し 

➐ 履歴事項全部証明書の写し（法人で登記を済ませている場合） 

➑ 開業届の写し（個人事業者で開業している場合） 

➒ 営業許可証の写し（許認可を必要とする業種で、許認可を取得している場合） 

➓ その他、市長が必要と認める書類（見積書・記録写真等） 

３．補助金実績報告時に必要なもの                         

➊ にぎわい再生支援事業補助金実績報告書 

➋ 開業届の写し（個人事業者で交付申請時未提出の場合） 

➌ 定款及び履歴事項全部証明書の写し（法人で交付申請時未提出の場合） 

➍ 補助対象経費の支払証拠書類（領収書等）の写し 

➎ その他、市長が必要と認める書類（記録写真等） 

 

申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請者は、特定創業支援等事業（香取創業塾等）を修了している者に限られます 

 

申請・問い合わせ先 

〒２８７-８５０１ 香取市佐原ロ２１２７ 香取市商工観光課 📞０４７８-５０-１２１２ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ （土・日曜日、祝日等は除く） 

(1)事業計画の

作成相談等 

(2)推薦書の発行 

(3)認定申請 

(7)実績報告 

(9)補助金請求 

(4)認定通知 

(8)補助金額確定通知 

(10)補助金交付 

(5)交付申請 

(6)交付決定通知 

事業実施～完了 
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香取市にぎわい再生支援事業補助金 


